
美濃加茂市監査委員告示第３０号 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１４項の規定によ

り美濃加茂市長から監査の結果に基づき措置を講じた内容の通知があった

ので、その内容を公表する。 

 

令和７年１２月１８日 

 

美濃加茂市監査委員 田 中 昭 則 

                 同     髙 井 実 枝 

 

１ 対象の監査 令和７年度１０月支払分の随時監査(財務監査) 

 

２ 監査実施日 令和７年１１月２６日 

 

３ 監査の結果を通知した日 令和７年１１月２６日 

 

４ 措置を講じた内容の通知を受けた日  令和７年１２月１６日 

 

５ 監査の結果及び講じた措置の内容  

 

部署 監査の結果 措置の内容 

 
 
 
 
 

商工観光課 

【検討】 
美濃加茂市商工業振興事

業補助金（小規模事業者経
営改善普及事業）に係る補
助金等交付申請書に添付さ
れている資料は、美濃加茂
市商工業振興事業補助金交
付要綱 第３条 別表に定
める要件を満たす説明資料
として不明確である。補助
金交付事務にあたっては、
補助金交付の算定根拠が明
確に確認できる資料提出を
指導されたい。 
 

 
 補助金の交付要件を満たす
説明資料として、全体事業費、
自己負担額、美濃加茂市商工業
振興事業補助金の補助対象経
費等をまとめ、算出根拠が明確
となった資料を作成し提出す
るよう、美濃加茂商工会議所へ
依頼しました。（今年度分につ
いては令和７年１２月２６日
までに提出を依頼） 

 


